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分社化に伴い分割された事業場における安全管理者等の兼務について

安全管理者等（安全管理者、衛生管理者並びに安全衛生推進者及び衛生推進者をいう。

以下同じ。）については、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）第４条第１

項第２号、第７条第１項第２号及び第１２条の３第２号の規定により、事業場ごとに専属

の者を選任することとされている。

一方、企業の分社化により、それまで一の事業場であったものが事業者を異にする二以

上の事業場に分割されることがあるが、このような場合には、従来の安全衛生管理のシス

テムやノウハウが活用されるよう、安全管理者等の兼務を認めることが適当な場合がある。

このため、今般、分社化に伴い分割された複数の事業場の安全管理者等を兼務しても差

し支えない場合の要件を下記のとおり定めたので、関係者への周知を図るとともに、その

運用に遺漏のないようにされたい。

記

１ 定義

この通達においては、ある事業者の意思決定機関（株主総会その他財務及び営業又は

事業の方針を決定する機関をいう。以下同じ。）を支配している事業者がある場合に、

その支配している事業者を「親事業者」といい、支配されている事業者を「子事業者」

ということ。

なお、ある会社が、商法（明治３２年法律第４８号）第２１１条ノ２に規定する子会

社（以下「子会社」という。）及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律

（昭和４９年法律第２２号）第１条の２第４項に規定する連結子会社を有する場合にお

ける当該会社は、「親事業者」に該当するものであること。

２ 要件

親事業者の事業場の安全管理者等（専任の安全管理者又は衛生管理者を含む。）が子

事業者の事業場の安全管理者等を兼ねる場合には、次の要件のいずれにも該当するとき



は、それぞれ、事業場に専属の者を選任しているものと認められるものであること。

(1) 子事業者の事業場が、親事業者の分社化に伴い、親事業者の事業場の一部が分割さ

れたものであること。

(2) 親事業者の事業場と子事業者の事業場が同一敷地内にある、又は敷地が隣接してい

ること。

(3) 安全衛生に関する協議組織が設置される等、分社化後も引き続き安全衛生管理が相

互に密接に関連して行われていること。

(4) 親事業者の事業場における事業の内容と子事業者の事業場における事業の内容が、

分社化前の事業場における事業の内容と比較して著しい変化がないこと。

３ 留意事項

(1) 上記２により親事業者の事業場の安全管理者等が子事業者の事業場の安全管理者等

を兼ねることを認められた後、それぞれの事業場において別の安全管理者等を選任す

るに至った後は、再び上記２による兼務を行うことは認められないものであること。

(2) 親事業者及び子事業者は、安全管理者等としての業務の遂行に必要な情報提供を十

分に行うこと。なお、安全管理者又は衛生管理者については、労働安全衛生規則上安

全又は衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならないこととされているこ

とに留意すること。

(3) 親事業者及び子事業者は、兼務を行う安全管理者等が安全衛生管理の対象とする労

働者数について労働安全衛生規則の規定に適合するよう留意するとともに、安全衛生

管理の対象とする事業場の数をその職務の遂行に支障を生じない範囲内とすること。

(4) 親事業者の事業場における安全管理者が子事業者の事業場の衛生管理者又は衛生推

進者を兼ねること及び親事業者の事業場における衛生管理者が子事業者の事業場の安

全管理者を兼ねることは認められないものであること。

(参考)

子事業者

安全管理者 衛生管理者 安全衛生推 衛生推進者

進者

親 安全管理者 ○ × ○ ×

事 衛生管理者 × ○ ○ ○

業 安全衛生推進者 ○ ○ ○ ○

者 衛生推進者 × ○ ○ ○

○は兼任可能な組合せ、×は兼任できない組合せを示す。


